
電気工作物の移設工事等に関する基本協定書等について  

 

平成１１年１０月１日用地第６８５号 

土木部長通知            

 

 平成１１年１０月１日付けで電気工作物の移設工事等に関する基本協定書及び電気工作物の移設工

事等に関する細目協定書を埼玉県と東京電力株式会社埼玉支店との間で別添のとおり締結し、平成１１

年１０月１日から施行することとなりましたので通知します。



電気工作物の移設工事等に関する基本協定書  

 
 
      （以下「甲」という。）と東京電力株式会社（以下「乙」という。）は、甲が施行する 
 

河川事業、道路事業及びその他の事業（以下「土木事業」という。）のため支障となる乙の配電線路、

送電線路及び通信線路等の電気工作物（以下「電気工作物」という。）の移設工事又は除却工事（以下

「移設工事等」という。）の取扱い及びその費用負担について、「公共事業の施行に伴う公共補償基準

要綱」（昭和４２年２月２１日閣議決定）及び関係法令に定めるもののほか、次のとおり協定を締結す

る。 
 

 （目的） 

第１条 この協定は、甲が施行する土木事業のため支障となる電気工作物の移設工事等に関する基本的

事項を定め、相互の関係事務の適正かつ円滑な処理を図ることを目的とする。 

 （用語の定義） 

第２条 この協定における主な用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）「河川事業」とは、河川法（昭和３９年７月１０日法律第１６７号）に基づき施行される河川に

関する事業、特定多目的ダム法（昭和３２年３月３１日法律第３５号）に基づくダム事業及び砂

防法（明治３０年３月３０日法律第２９号）に基づく砂防事業をいうものとする。 

（２）「道路事業」とは、道路法（昭和２７年６月１０日法律第１８０号）に基づき施行される道路に

関する事業をいうものとする。 

   なお、「道路」とは、道路法第３条第２号及び第３号に規定する道路で、同法第１８条第１項の

規定に基づき、甲が道路の区域を決定又は変更したものをいう。 

（３）「その他の事業」とは、前２号を除きその他の法令の規定に基づき施行される事業をいうものと

する。 

（４）「土木事業」とは、前各号において甲が施行する工事をいい、地方公共団体等との受託契約に基

づき施行される事業を含むものとする。 

（５）「移設工事」とは、甲が施行する土木事業のため支障となる乙の電気工作物の移転、補強、防護

及び嵩上げ等により従前の電気工作物の機能を回復するに必要な工事をいう。 

（６）「増強工事」とは、移設工事と併せて乙の都合により従前の機能を超える施設を設置する工事を

いう。 

（７）「除却工事」とは、甲が施行する土木事業のため支障となる乙の電気工作物で、従前の機能を廃

止し、又は休止しても公益上支障がない場合、当該工作物を撤去する工事をいう。 

（８）「仮移設工事」とは、甲が施行する土木事業のため支障となる乙の電気工作物を移設するに先立

ち、やむを得ず暫定的に他の地点へ位置換えする工事をいう。 

 （事前調整） 

第３条 甲及び乙は、甲が施行する土木事業の計画にあたっては、支障となる乙の電気工作物の移設工

事等について、事前に十分調整するものとする。 

 （移設工事等の協議） 

第４条 甲は、土木事業の施行にあたり乙の電気工作物の移設工事等を必要とする場合は、あらかじめ

乙に対して協議の申し入れを行うものとし、移設工事等の正式要請について、原則として文書により
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行うものとする。 

  ただし、河川法、道路法、その他の関係法令に別段の定めがある場合においては、この限りではな

い。 

 （業務の内容） 

第５条 移設工事等に必要な次の業務は、原則として甲乙協力して行うものとする。 

（１）調査 

（２）測量設計 

（３）移転先用地の取得及び補償 

（４）仮工事用地の使用及び補償 

（５）その他地元調整等必要な事項 

 （費用負担の原則） 

第６条 甲が施行する土木事業のため支障となる乙の電気工作物の移設工事費又は除却工事費又は仮移

設工事費（以下「移設工事費等」という。）は、次の各項に定めるところに従い、甲及び乙がそれぞ

れ負担するものとする。 

  なお、増強工事については、すべて乙の負担とする。 

２ 河川事業については、原則として甲の負担とする。 

３ 道路事業については、別途協議するものとする。 

ただし、既設の電気工作物の位置が道路外の場合は次の表の定めるところにより、甲及び乙がそれ

ぞれ負担するものとする。 
 
 

既設電気工作 

物の位置 

移設後の電気 

工作物の位置 

甲の負担 

率（％） 

乙の負担 

率（％） 
備考 

 

道 路 外 道   路 ５０ ５０ 

架空配電線路について適 

用する。 

甲の指定により架空配電 

線路を地中配電線路に変更 

する場合を含む。 

道  路  外 道 路 外 １００ ０  

 
   （注）道路外には電気工作物設置後に当該土地が道路拡幅予定地内となった場合を含む。 
 

４ その他の事業については別途協議するものとする。 

 （移設工事費の支払方法） 

第７条 乙は、甲が負担すべき移転料等のうち、７割以内を前払金として請求することができる。 

２ 甲は、第４条に基づく電気工作物の移転等の工事完了後、移転料等から前項の前払金を控除した金

額を乙に支払うものとする。 

 （細目協定の締結） 

第８条 甲及び乙は、この基本協定を実施するために必要な事項について、細目協定を締結するものと

する。 



 （その他の事項の取扱い） 

第９条 この基本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙別途協議して定めるも

のとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この基本協定は、平成１１年１０月１日から施行する。 

 

 この基本協定締結の証として本書２通を作成して、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有する。 

 

 平成１１年１０月１日 

 

                           埼玉県浦和市高砂３丁目１５番１号 

                           埼玉県   

                            埼玉県知事  土 屋  義 彦 

                                甲 

                                          埼玉県浦和市高砂３丁目１５番１号  

                                                                        

                                          埼玉県知事  土 屋  義 彦     

 

 

                            埼玉県浦和市北浦和５丁目１４番２号 

                      乙 

                             東京電力株式会社埼玉支店長 百瀬 信正 

 



電気工作物の移設工事等に関する細目協定書  

 
 
      （以下「甲」という。）と東京電力株式会社（以下「乙」という。）は、平成11年10月 
                                                        

1日付け「電気工作物の移設工事等に関する基本協定書」（以下「基本協定」という。）第８条の規定 

に基づき次のとおり細目協定を締結する。 

 

 （工事費の算定） 

第１条 基本協定第６条に係る各工事費は、原則として次の各号に定めるところにより算定するものと

する。 

（１）移設工事費は、次式により算定した額とする。 

   撤去費＋再建設費 

   ただし、仮設費が必要な場合は、仮移設工事費を加算するものとする。 

（２）撤去費は、除却工事費とする。 

（３）再建設費は、再建に要する材料費と工費を合計した額より倉入価格と増強部分を合計した額を控

除した額とする。 

（４）補強、防護及び嵩上等の工事費は、これら工事に要する工費と材料費を合計した額より倉入価格

と増強部分を合計した額を控除した額とする。 

（５）仮移設工事費は、仮移設に要する材料費、工費及び仮移設物の撤去を含む工費を合計した額より

倉入価格を控除した額とする。 

２ 前項における工費、倉入価格及び材料費は、次のとおりとする。 

（１）工費とは、労務費、運搬費及び諸経費等をいう。 

（２）倉入価格は、廃材の価値に応じて算定したとき時価額とする。 

（３）材料費は、時価額とする。 

 （架空配電線路の移設工事費の算定） 

第２条 基本協定第６条に係る電気工作物のうち架空配電線路の移設工事費等については、別に定める

「架空配電線路移設工事費基準単価表」（以下「単価表」という。）により算定するものとする。 

２ 単価表については、毎年度、建設省関東地方建設局長と東京電力株式会社代表取締役社長との間で

協議し、承認されたものを準用するものとする。 

３ 地勢又は技術上若しくは機能上等の理由により、単価表によりがたいと乙から申し出のあった場合、

又は単価表に定めがない場合は、個別に甲乙協議の上、工事費を算定するものとする。 

 （その他の事項の取扱い） 

第３条 この細目協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙別途協議して定めるも

のとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この細目協定は、平成１１年１０月１日から施行する。 

 

 この細目協定締結の証として本書２通を作成して、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有する。 

埼 玉 県 
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 平成１１年１０月１日 

 

                                  埼玉県浦和市高砂３丁目１５番１号 

                                  埼玉県  

                                  埼玉県知事     土 屋  義 彦  

                         甲                   

                                埼玉県浦和市高砂３丁目１５番１号 

                                                                   

                                                     埼玉県知事     土 屋  義  彦  

                                                                                                         

                                          埼玉県浦和市北浦和５丁目１４番２号  

                       乙        

                                                     東京電力株式会社埼玉支店長 百瀬 信正 

  


